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資料３－２ 

第五次千葉県障害者計画 第 2部 

「現状と課題及び今後の施策の方向性」 

 
Ⅰ 主要な施策 

障害のある人がその人らしく暮らせる社会の構築 

障害のある人のライフステージに沿った福祉サービスが提供され、障害のある人が

地域社会の中で人々と共生し、その人らしく暮らせる環境を整備します。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人の地域生活への移行については、平成１９年３月１６年７月に策定した第三

次千葉県障害福祉障害者計画において初めて掲げ、第四次千葉県障害者計画（以下「第

四次計画」という。）においても引き続き最重要課題と位置付け、推進してきました。 

地域生活への移行の推進にあたり、障害のある人の地域における住まいの場を確保する

ため、グループホームの整備を最重要施策の一つと位置付け、障害のある人ができる限り

身近な地域において日常生活及び社会生活を営めるよう、国の制度に加え、本県独自の事

業として、グループホームの整備・運営や、利用者に対する支援のための各種事業を実施

しています。第四次計画期間の平成２１年度から平成２６年度は、に国や県の補助事業によ

り４３箇所の整備をしたグループホームの整備をしたところは、４５箇所です。今後は、障害

の重度化や家族の高齢化により在宅での生活が困難な障害のある人、精神障害のある人

や身体障害のある人のためのグループホームの整備が求められています。 

今後より一層グループホームの供給を増やすためには、既存の戸建て住宅の空き家など

１入所施設から地域生活への移行の推進 

◇ 障害のある人の地域生活を支えるため、利用者のニーズに応じた多様な住まい

の場として、グループホームの拡充を図るとともに、日中活動の場の充実も図り

ます。 

◇ 障害程度が重い人についても、できる限り地域で生活できるよう支援していく

とともに、地域での支援が困難な障害のある人に対しては、入所施設の果たす役

割が引き続き重要であることを留意しつつ、入所施設の有する人的資源や機能を

地域生活のバックアップのために活用します。 

（１）グループホームの整備促進と質的向上 

総合計画から 
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等をグループホームとして活用する必要がありますが、建築基準法等の規制により、活用が

難しい状況が見受けられます。 

サービスの質の向上については、社会福祉法人のほか、株式会社など様々な分野からの

事業参入がある中で、運営者や支援員等のスキル、資質、及び意識の向上を図る必要があ

ります。グループホームを利用している障害程度の重い人の支援や精神障害のある人など、

心身の状況等で障害福祉サービス等を利用ができないときに必要なグループホームでの日

中の支援に係る事業所への支援や高齢化などにより外出できない利用者が、より充実

した生活ができるよう日中生活の支援を求める声もあります。 

改正障害者総合支援法の施行により平成２６年４月からケアホーム（共同生活介護）がグ

ループホーム（共同生活援助）へ一元化されました。これにより、従来のケアホームに入居し

ていた人が、引き続き入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を希望する場合、市町村は、

その意向や障害の種類程度その他の心身の状況等を勘案して、認定手続きを適切に実施

する必要があります。 

また、本体住居の食堂等を利用するなど密接な連携を前提とした、一人暮らしに近い形

態のサテライト型住居が新たに平成２６年４月から創設されましたが、この制度について周知

が必要です。 

 

一方、グループホームの整備設置に関しては際して、依然として地域住民の反対にあうケ

ースがあるため、障害を理由とする差別の解消と障害のある人の地域における生活の場の

必要性について、地域住民の関心と理解を深めるための啓発活動が必要です。 

 

第四次千葉県障害者計画では、地域生活に必要な支援やグループホーム等への居住

の場を確保することにより、平成１８年度から平成２６年度までに障害者支援施設（入所施設）

から地域生活に移行する者の数である地域生活に移行する人者数の数値目標を１，５００人

に、施設入所者数を５，０００人から４，７００人にすることとし、障害のある人の地域生活への

移行に取り組んできたところですきました。入所施設の入所者の地域生活への移行につい

ては、平成１８年度から平成２５年度までに約１，３００人が、グループホームなどの地域生活

に移行したところしてきたところです。一方、平成２６年４月現在、グループホームと障害者支

援施設に待機する人は合わせて７２０人います。また、児童福祉法改正により１８歳以上の

加齢児については、平成２９年度末までに障害者支援施設等への移行が必要です。一方

加えて、グループホームに入居しても、環境になじめず入所施設等に戻ることもあり、体験

入居制度の活用など普及が必要です。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   グループホーム整備の基本的方向については、障害者計画の数値目標、利用待

機者調査等により、地域での必要性などを踏まえ、順次支援を行い、引き続き、量的
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拡充を図ります。特に、強度行動障害のある人、精神障害や身体障害のある人のため

のグループホームの整備など、社会情勢に即応した整備に努めます。グループホー

ムの新規開設支援、運営の安定化及び人材の確保に資するためにグループホーム

に対して、運営等に関する費用の補助や障害者グループホーム等支援ワーカーによ

る新規開設相談を実施します。また、障害のある人の中には共同住居より単身での生

活をしたいというニーズもありがあり、それに応えるため、新たに創設された、サテライト

型住居の設置・活用が図られるよう、引き続き周知に努めます。 

   

②   地域資源を活用した整備として、既存の戸建て住宅の空き家等をグループホーム

として活用する場合の建築基準法等の規制については、利用者の安全のために必要

な防火対策や避難対策の確保も踏まえて検討対応する必要があります。 

これについては、国での検討動向を注視しながら、必要に応じ、必要な防火安全対

策等を確保しつつ、過度に厳格な規制とならないよう、関係省庁間で調整すべき旨引

き続き、国へ要望します。 

 

③   サービスの質の向上を図るため、利用者への家賃補助やサービス管理責任者、世

話人などへの研修を実施するとともに、障害者グループホーム等支援ワーカーによる

事業者に対する運営相談支援を行います。また、利用者の高齢化や障害の重度化な

どに対応した生活支援員の増員などの手厚い人員配置を行うグループホームに対し

て、実態に即した報酬体系となるよう、加算制度の拡充などを国へ要望します。あわ

せて、グループホーム利用者が地域生活支援事業等を使いにより、より充実した

生活を送れるよう市町村などに働きかけます。 

       

④   入浴、排せつ又は食事等の介護の提供が必要な利用者の認定手続きが、ケアホー

ムのグループホームへの一元化後も市町村において、適正な運用がなされるよう会議

等で周知します。 

また、一元化により、グループホームにおいて利用者の状況に応じて外部の居宅介

護サービスを利用することが可能となったことから、障害程度の重い入居者へ利用が

図られるよう、市町村を通じて制度を周知します。 

 

⑤   障害のある人の地域生活についての近隣住民の正しい理解が得られるよう､地域

の行政、権利擁護団体、不動産業団体等との協力のもと県民への啓発に努めます。

また、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」（以下「障害者条

例」という。）の相談支援等により､個別事案の解決にあたります。 

 

⑥   グループホームの体験入居制度について周知するとともに、地域移行の可能な人
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への支援のあり方などを検討し、目標とする人数相談支援事業や障害者グループホ

ーム等支援ワーカー事業を活用して、施設待機者等を踏まえ、６００人以上を地域に

移行し、これまで以上の数の人が地域に移行できるよう取組みます。 

    

 

⑦   平成２９年度末の施設入所者数については、平成２５年度末時点の施設入所者数

を基礎と施設待機者等の地域の実情や、県立施設のあり方の見直しを踏まえて４，５

３０人としてし、グループホーム等での対応が困難な人の利用といった真に必要と判

断される数を加えた数や県立施設のあり方の見直しニーズに伴う入所者の減少を見

込んだ数値となるよう取組みます障害者支援施設（入所施設）が対応します。 

なお、今後とも、待機者や高齢化の状況を踏まえ、について、千葉県総合支援協議

会や市町村等の意見を聴きながら地域の実態把握に努めます。 

 

 

 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

１ 
グループホームの定員  

（グループホーム、生活ホー

ム、ふれあいホームの定員） 
３，４６２ 

４，２０２ 

― 

４，５７２

― 

４，９４２ 

４，６９０ 

  

２ 
グループホームの月間利

用者数 
２，８５３ ３，４８７ ３，７９４ ４，１０１ 

  

３

２ 

施設入所者の地域生活

への移行者数 
１３０ 

１３０ 

２００ 

１４０ 

２００ 

１５０ 

２００ 

  

４

３ 
施設入所者数 ４，５６６ ― ― ４，５３０ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人が利用する日中活動のサービスには、生活介護、自立訓練、就労移行支

援等の障害福祉サービス事業のほか、市町村が地域の実情や利用者の特性に応じて実施

する地域活動支援センター等様々なものがあります。障害のある人の地域での生活を実現

するには、住まいの場の確保とともに、ニーズや個性に応じたサービスをできるだけ身近な

地域で利用できるよう、日中活動の場の整備が必要です。また、身体障害、重症心身障害

のある人や子どもが利用可能な日中活動の場の整備が必要です。 

また日中活動の場の一層の整備に加えて、家族等の支援のためにも、日中活動の場の

一層の整備が必要であり、併せて短期入所事業を併設するなどして、ニーズに応えるため

に柔軟な対応が求められます。 

日中活動の場としては、障害福祉サービス事業所の整備の促進を図るとともに、地域活

動支援センター等について、本県独自の事業として常時介護が必要な重度障害のある人

のための加算補助制度や、就労移行を促進するための加算補助制度及び家賃への一部

補助制度等を行っています。 

身体障害、重症心身障害のある人や子どもが利用可能な日中活動の場の整備が必要で

す。 

特別支援学校や特別支援学級に通う子どもたちについては、学校の長期休暇や放課後

の地域での療育支援体制及び家族への支援体制として、放課後等デイサービスなどの日

中活動の場の整備が必要です。 

 

障害のある人の高齢化や重度化・重複化、またが進んでおり、同居している家族等の高

齢化への対応のため、またも求められています。「親亡き後」でも、地域で安心して暮らして

いくため、地域生活を支援する機能を持ち備えた拠点整備の促進が必要です。 

地域活動支援センターは、障害のある人が通い、創作的活動または生産活動の提供、社

会との交流の促進等の便宜を図る事業です。仲間づくりや地域住民との交流の場としての

機能をはじめ、地域活動支援センターに求められる機能や役割は多様です。しかし、地域

によっては視覚障害のある人、聴覚障害のある人など、障害特性に応じたサービス提供が

十分でないなどの指摘もあります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   様々な障害のある人のニーズに応じた日中活動の場の充実のため、限られた社会

資源を有効に活用し、これらの人がするとともに、個々の特性やニーズに応じて利用

可能な日中活動の場の整備を促進します。 

また、利用ニーズが多いものの社会資源の少ない医療的ケアができる生活介護な

（２）日中活動の場の充実 
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どの日中活動の場や、利用者の体調の変化等、必要に応じて一時的に利用すること

ができる短期入所事業所など、量的・質的拡充に努めます。  

 

②   特別支援学校に通う重症心身障害や肢体不自由のある子ども、特別支援学級に

通う障害のある子どもの放課後等において利用可能なデイサービスなどの日中活動

の場の整備を促進します。 

特別支援学校の再編等に伴い、通う支援学校の場所通学先が変わる子どもたちが、

放課後等に活動利用できる場が確保されるよう、教育委員会や関係市町村等と連携し、

整備を促進します。 

 

③   ライフステージに応じた地域生活支援を推進するため、国の検討状況を踏まえなが

ら高齢期の障害のある人に対する支援のあり方についての検討を行います。地域の

実情や障害のある人や子どものニーズを十分に把握したうえで、障害者障害児

（者）入所施設やグループホームの居住支援機能と相談支援機能や短期入所などの

地域支援機能等を持つ地域生活拠点地域生活支援拠点整備や、地域における複数

の機関が分担して地域生活拠点と同様な機能を担う体制の整備を行いますします。 

 

④   市町村が実施する地域活動支援センターの充実を図るため、地域の特性に応じた

支援ができるよう、国に対して必要な財源の確保を引き続き要望します。 

また、地域活動支援センターの実態把握を踏まえ、手話通訳の配置などのコミュニ

ケーション支援の要否を要する人を含む問わず障害のある人が等しく適切な支援を受

けられるよう、実施主体である市町村と協議しながら､県独自の補助制度の見直しを検

討し、地域活動支援センターの機能等充実に応じた運営を向けた支援しますを行いま

す。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

５

４ 

地域生活支援拠点等の

整備 
― ― ― １６ 

 

 

６

５ 

地域活動支援センター所

在市町村 
３５ ― ― ５４ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

  地域で生活している障害のある人が、引き続き、住み慣れた地域社会の中で継続して生

活できるよう、また、障害のある人の自立や社会参加を促進するためには、在宅の障害のあ

る人やその家族に対する福祉サービスの充実が必要です。 

障害のある人の自立や社会参加を促進するため、在宅で生活している障害のある人及び

その家族への支援メニューサービスとして、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援

護及び短期入所等の給付を市町村が行っています。 

重度の肢体不自由のある人を対象としていた重度訪問介護については、障害者総合支

援法により、平成２６年度から強度行動障害のある人も対象となり十分な支給量がを確保さ

れるする必要があります。 

また、居宅介護等の従事者（ホームヘルパー）を対象として、障害のある人のニーズに応

じた支援を行うため、県及び県が指定する事業者による養成研修やスキルアップ研修を実

施し、資質向上に努める必要があります。  

 

障害のある人の中には、福祉の支援を受けず生活を営んでいる人も多くいます。また、住

まいの場や日中活動の場での支援を受けながら独立して生活をする人、継続的な介護や

支援を受けながら生活する人、一般の企業で働く人、福祉施設の中で働く人など、さまざま

なライフスタイルがあります。こうした中で障害のある人の意向を最大限尊重しつつ、多様な

支援を確保していくことが重要です。 

また、弱視や難聴の人、中途で障害を持った人が、引き続き、地域で生活を営めるよう、

社会生活を営む上で重要な手段となる情報の取得や、コミュニケーションなどについての支

援が必要です。 

 

介護する家族等の疾病等により、在宅での介護を受けることが一時的に困難になった人

が施設に一時的に入所する短期入所事業所の重点的な整備を進めています促進していま

す。 

しかし、短期入所は入所施設利用待機者の代替的な利用やいわゆるロングステイ化等が

ありにより、緊急時の受入れや、レスパイト等の本来の利用が困難となる状況があり、地域に

おいてさらにサービス提供量を充実させる必要があります。 

また、短期入所利用者が事業所を選択する際の情報が不足し、していることや、事業所

が緊急時などに初めての利用者を受け入れる場合に、その利用者の特性等について十分

に把握できていないことから、支援に困難を抱えることが課題として指摘されています。 

（３）地域生活を推進するための在宅サービスの充実 
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障害のある子どもへの対応を含めて家族等への虐待防止セミナーや身近な地域におけ

る緊急時の支援体制の検討が必要です。  

また、これまで地域で福祉サービスを利用せずに生活してきた障害のある人がその様よう

な生活が困難となった場合の支援など、社会生活力を高めるための幅広い支援を推進して

いく必要があります。障害のある子どもへの対応を含めて家族等への虐待防止セミナーや

身近な地域における緊急時の支援体制の検討も必要です。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   引き続き、ホームヘルパー等に対する各種研修を行うことにより、支援の質の向上

に取り組むとともに、利用者のニーズに応えられる十分なサービス量の確保に努めま

す。 

 

重度訪問介護については、対象者が拡大されたことから、サービス利用状況や障

害のある人のニーズを十分把握した上で、必要な見直し及び市町村の支給決定を尊

重した国庫負担とすることなどの必要な見直しを国に要望します。 

       

②   障害のある人が、引き続き、住み慣れた地域で安心して生活できるようにするととも

に、その生活の質的向上を図るため、県として市町村間の意思疎通支援事業や移動

支援事業の円滑な相互利用や事業の充実に向けて助言・支援等を行います。そのた

めに移動支援従業者の資質の向上、コミュニケーション手段の確保等、社会参加促

進のためのサービスの充実を図ります。 

 

③   重度の視覚障害のある人などの外出する機会を確保するため、同行援護事業従事

者の資質の向上に努めるとともに、盲導犬・介助犬等の育成、中途で視覚障害となっ

た人の歩行訓練やコミュニケーション訓練、視覚障害のある人のための教養・文化講

座等など、適切な実施に努めます。 

 

④   介護する家族等への支援については、短期入所事業のほか、身近な地域において

柔軟な対応ができるよう、市町村の地域生活支援事業の活用等を通じた環境整備を

促進します。また、引き続き介護する家族等のニーズに応えるため、短期入所事業所

の整備の促進とともに、短期入所の情報提供については、県のホームページ上に作

成した資源マップに実施機関の連絡先等の基本情報を掲載します。緊急時に初めて

利用する利用者の特性を受入れる施設が把握できる仕組みづくりをについて、個人

情報保護の観点も踏まえながら、検討します。 

 

⑤   障害者虐待防止法や差別解消法、成年後見制度などの周知に努めるとともに、家
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族が学習し意識を高めることができるよう、先進的な事例について情報提供するなど、

家族の主体的な活動、自助のために支え合う当事者団体や家族会の活動を支援しま

す。 

    

 ⑥  日常生活自立支援事業により、知的障害のある人や精神障害のある人など、判断

能力が不十分な人に対して、福祉サービスの利用援助や金銭管理等の支援を行い、

自立した地域生活が行えるよう支援します。その他、在宅の障害のある人やその家族

などに対する福祉サービスの充実や社会生活力を高めるための支援のを検討とともに、

平成２７年４月１日に施行するします。 

 

⑥ ⑦  「生活困窮者自立支援法」に基づく支援などとして、ひきこもりや障害のある生

活困窮者からの就労その他の自立に関する相談を受け、抱えている課題を評価・分

析し、そのニーズに応じた自立支援計画を策定の上、必要な支援に結びつける自立

相談支援事業や就職を容易にするため住居を確保するための資金を給付する住居

確保給付金などの支援を通じて地域福祉全体での取組を行っていきます。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

７

６ 

日常生活自立支援事業

利用者数 
７２８ ８８０ ９６０ 

１０４０ 

１，０４０ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

 障害の重度化、・重複化への対応を図るため、できる限り地域で生活できるよう、グループ

ホーム運営費補助など、重度・重複障害のある人などに対する事業の充実を図っています。 

現在、在宅で生活している強度行動障害のある人が地域での生活が困難となった場合に

希望する入所障害者支援施設に入所できないケースが多く見受けられます。その受け皿を

確保するためには、現在障害者支援施設に入所している入所者のうち、グループホーム等

での地域生活が可能な人の地域移行の促進や強度、行動障害のある人で症状が軽減して

いる人をグループホームで受入れる受け入れる体制を充実させる必要があります。強度行

動障害のある人等をグループホームで支援するためには、構造の工夫や支援員の手厚い

ケアなど、その特性に適した生活環境の整備や、支援体制の充実が必要となります。あわせ

て、支援員のスキルを向上させる取組が必要です。 

重症心身障害のある人や子どもでも、自宅や住み慣れた地域での生活を望む場合、でき

る限りそれを支援することが重要であり、日中に安心して通える活動の場の確保が必要です。

しかし、事業所の設備や従事者の体制等の問題もあり、高度な医療的ケアを必要とする人

の利用は困難な状況です。新生児特定集中治療室（ＮＩＣＵ）から退院する場合、現状では、

家族や関係者に十分な知識がなく、在宅生活への不安が増したり、退院時に関わる専門職

種と在宅での必要な支援とのマッチングが不十分という状況がみられることから、在宅生活

の円滑なスタートに向けた支援が求められています。また、医療的ケアが必要な障害のあ

る人や子どもが、在宅で訪問介護等を利用して家族と生活しているする場合に必要とな

る、医療型の短期入所事業所が不足していることや、福祉型の短期入所事業所では、

職員の喀痰喀痰
かくたん

吸引の研修未受講などの問題により、受入が進んでいないなどの意見

もあり、２４時間の見守りが必要な場合など、レスパイトのための短期入所、施設の整備や

家族等への支援が必要です。 

また、都市部においては、社会資源の不足が指摘されるなど、地域によって提供されるサ

ービス量に格差があります。 

児童福祉法の改正に伴う経過措置が平成２９年度末に終了することから、１８歳以上の障

害のある人が入所している障害児入所施設は、それまでに１８歳以上の障害のある人の転

所や地域移行等を進める必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   県内各地域での強度行動障害のある人への支援体制の構築に向け、「強度行動

障害のある方への支援体制構築事業」や「強度行動障害のある方の支援者に対する

（４）重度・重複障害のある人等の地域生活移行の推進 
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研修事業」の成果や課題を検証し、支援のあり方等について、引き続き、検討を進め

るとともに、その成果、研修効果の県全域への普及を図ります。  

    あわせて、施設等に対して引き続き「強度行動障害県単加算事業」を引き続き実施

し、受入れを行う施設等を支援するとともに、既存のグループホームが強度行動障害

のある人を受け入れるための改修等の経費に対して、県単の補助事業である「強度行

動障害者施設整備（改修）費補助金」の補助対象の拡大を検討します。 

    また、地域住民に障害のある人を身近に感じてもらえるよう、施設・事業所等におけ

る地域交流をより推進します 

    

②   重症心身障害のある人や子どもの支援の充実を図るため、在宅で生活している重

症心身障害のある人の受入れを受け入れることが可能な短期入所事業所をはじめ、

生活介護等の日中活動の場の整備を引き続き促進します。また、医療的ケアを要する

が必要な障害のある人や子どもが在宅で医療や福祉サービスを受けられるよう、支援

員の喀痰吸引研修の受講機会の確保や訪問看護師の育成研修や地域リーダー的な

相談支援専門員の育成を図ります。 

    なお、市町村の地域生活支援事業において、利用者の状況に応じた柔軟な形態に

よる事業ができるよう市町村に働きかけを行います。 

 

③   福祉型障害児入所施設に入所している１８歳以上の障害のある人については、支

援主体となる市町村、障害児入所施設、児童相談所による地域移行等連絡調整会議

を開催し、入所者の特性に応じてグループホーム、入所障害者支援施設等への移行

を図ります。なお、移行に伴うグループホームの整備については、関係法人等への働

きかけや、補助事補助制度等について検討します。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

８

７ 

強度行動障害のある人対応可

能なを支援している施設・グル

ープホーム箇所数等の数 
３９ ― ― ４３ 

 

９

８ 

「強度行動障害のある方

の支援者に対する研修事

業」受講者数（累計） 

０ ３２ ４８ ６４ 

 

10

９ 

重症心身障害児者対応可

能な通所施設設置箇所数 
３３ ３４ ３４ ３４ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

入所施設（障害者支援施設）は、地域生活が困難な障害のある人への日中夜間を通じた

ケアと生活に必要な訓練等を行う施設であり、一定の機能回復や生活訓練等を通じて在宅

生活、地域生活への復帰を支援する役割も担っています。 

本計画の成果目標である施設入所者の地域生活への移行を促進するためには、地域に

移行した障害のある人に対する専門的な相談支援や日中活動の場の提供、短期入所など

の機能が地域において必要です。 

また、地域で生活している障害のある人の高齢化や重度化が進み進んでおり、在宅の障

害のある人が高齢になっても住みなれた住み慣れた地域で生活を続けることができる環境

整備が必要です。それとともに、施設入所が必要な人の増加も予想されることから、住まいと

してのあり方や、その役割については引き続き検討課題となっています。 

強度行動障害のある人に対する支援については、千葉県袖ヶ浦福祉センターにおいて、

県立施設としての役割を明確にするため、民間施設で支援が困難な人を受け入れるという

方針を掲げてきた結果、県内各地から最重度の利用者がセンターに集中したため、組織・

人材ガバナンスが困難になるなど、虐待のリスクが増大していたと指摘されています。 

今後は、県内各地で強度行動障害のある人への支援を実施する体制の構築を図るととも

に、千葉県袖ヶ浦福祉センターからの支援ノウハウの情報発信やセンターと民間施設との連

携についても検討する必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   地域で生活する障害のある人に対する在宅支援の拠点（地域交流・避難拠点等）、

として、入所施設の機能の積極的な活用を図るとともに、引き続き、重度の障害を持つ

人や医療的ケアが必要な人の施設入所支援、短期入所等のニーズの受け皿として入

所施設（障害者支援施設）は重要な役割を担っており、います。施設の一層の小規模

化、個室化、バリアフリー化や高齢化に対応した改修等を支援し、安全・安心な住まい

の場がを確保されるするよう、努めます。 

 

②   障害のある人の地域生活支援の推進のための多機能拠点構想（地域生活支援拠

点）等の整備により、地域での暮らしの安心感を担保し、親元からの自立を希望する

障害のある人に対する支援等に努めます。 

  以下により、地域連携の体制づくりを推進します。 

（ア） 入所施設やグループホームの居住支援機能、 

（イ） 短期入所、地域相談支援・地域生活支援事業の活用などによる地域生活

（５）入所施設の有する人的資源や機能の活用 
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支援機能、 

（ウ） 生活介護、就労支援等の日中活動、 

（エ） 訪問介護などの在宅医療等の一体的な整備及びコーディネーターの配置

等による地域連携の体制づくりを推進します。  

等

  

③   障害程度の重い人や、医療的ケアを要する必要とするなど入所による支援が必要

となる人のサービス提供に不足が生じないよう、必要グループホーム等での生活が可

能な定員を確保人については、障害者支援施設（入所施設）からの地域移行を推進

します。また、短期入所については、医療的ケアが必要な障害程度の重い人等の受

入れ先を受け入れる短期入所事業所の拡充に努めます。あわせて、地域での支援が

困難な障害のある人に対しては、障害者支援施設（入所施設）の果たす役割が引き続

き重要であることに留意しつつ、障害者支援施設（入所施設）の有する人的資源や機

能を地域生活への移行を推進するためのバックアップ機関としての支援に活用するこ

とで、地域移行が可能となる環境づくりを推進します。 

 

④   強度行動障害のある人に対する支援については、「強度行動障害のある方への支

援体制構築事業」及び「強度行動障害のある方の支援者に対する研修事業」の成果

や課題、また、千葉県袖ヶ浦福祉センター利用者の地域移行に向けた取組状況を踏

まえ、「強度行動障害のある方への支援のあり方検討会」において、障害者支援施設

（入所施設）で支援が必要な人や支援のあり方についての考え方、障害者支援施設

（入所施設）のバックアップ機能の向上について検討します。 

   また、千葉県袖ヶ浦福祉センターと民間施設等との連携を強化するとともに、研修

の充実により人材育成を進め、民間法人により、県内各地で強度行動障害のある人へ

の支援を実施する体制の構築を図ります。 

   

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

11

10 

指定障害者支援施設の

必要定員総数 
４，７３７ ― ― ４，７００ 

 

12

11 

地域生活支援拠点等の

整備（再掲） 
― ― ― １６ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

○千葉県袖ヶ浦福祉センター 

千葉県袖ヶ浦福祉センターは、福祉型障害児入所施設（養育園）、障害者支援施設

（更生園）として、及び診療室によって構成されています。主に知的障害のある子どもに

は、独立自活自立した生活に向け、必要な知識・技能を提供し、知的障害のある人に

は入所・排泄入浴・排せつ・食事等の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動

の機会を提供しています。 

施設の管理運営については、千葉リハビリテーションセンターと同様に、平成１８年度

に従前の管理委託制度から指定管理者制度に移行し、（福）社会福祉法人千葉県社会

福祉事業団が指定管理者として管理運営してを行っています。また、千葉県行財政シ

ステム改革行動計画の見直し方針を踏まえ、平成１６年から更生園利用者の地域移行

の促進と入所定員の削減を行い、強度行動障害等の障害が重く支援が困難であったり、

手厚い介護や特別な健康管理を必要とする知的障害のある人への支援に特化した、

施設入所支援、生活介護、短期入所の障害福祉サービスを提供してきました。 

養育園では、平成２５年１１月に利用者が死亡する事件が発生し、県が立入検査を実

施したところ、複数人の職員が、複数の利用者に対して、それぞれ暴行を行っていたこ

とが確認され、県では、問題の全容を究明するため、平成２６年１月に外部の有識者に

よる「千葉県社会福祉事業団問題等第三者検証委員会（以下「第三者検証委員会」と

いう。）」を設置しました。 

第三者検証委員会は、県立千葉県袖ヶ浦福祉センターにおける虐待事件問題、県

立千葉県袖ヶ浦福祉センター及び千葉県社会福祉事業団のあり方及びセンターのあり

方について検証を重ね、平成２６年８月７日に最終報告（答申）を県に提出しました。最

終報告（答申）では、虐待の主な原因とそれに関する提言や、センター・事業団の指導

監督等に関する県の責任について、また、今後のセンター・事業団のあり方及び県や

同年２月から派遣してきたパーソナルサポーターの派遣などの外部による重層的なチェ

ックシステムの構築についてについての提言されましたがまとめられました。 

虐待問題の主な要因は、施設の構造として、居室等の生活空間が奥まったところに

あり、職員も管理しにくく、外部の目が入りにくい閉鎖性があると指摘されています。 

またとして、千葉県袖ヶ浦福祉センターは、更生園利用者の地域移行を進めてもな

お、総定員１７０名の大規模施設であり、県内各地から最重度の利用者が県立袖ヶ浦福

祉センターに集中した結果、利用者本位のきめ細かな支援がなされないばかりか、地

域や保護者との関係も薄れ、県や外部のチェックも働かず、虐待のリスクを増長してい

たとも指摘されています。 

（６）県立施設のあり方 
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県としては、この問題を重く受け止めており、また、施設の構造として、居室等の生活

空間が奥まったところにあり、職員も管理しにくく、外部の目が入りにくい閉鎖性があると

指摘されています。 

今後は、最終報告（答申）で示された方向性に沿って、虐待のリスクを極小化し、個々

の利用者に合った適正な支援を確保するため、支援のあり方を大規模集団ケアから少

人数を対象としたきめ細かなケアに転換するとともに、組織・人材マネジメントが機能す

るための施設規模とする必要があります。 

なお、利用者の地域移行については、一定の推進が図られてきたものの、更生園で

の「強度行動障害支援事業」により行動改善を図ってが図れてきた強度行動障害のあ

る人について、３年間で他の民間施設又は地域に移行するという目標は達成されませ

んでした。この事業の利用者の移行が進まない原因として、民間施設では配置職員数

の確保や生活環境の整備等の面で受入れが困難と判断されたこと、県立千葉県袖ヶ浦

福祉センターと民間施設・地域との連携が進んでいなかったことが挙げられます。 

利用者の民間施設や地域への移行を進めるに当たっては、利用者に合った支援が

受けられる移行先の選定・調整や、受入側の支援体制の確保、利用者・保護者への十

分な情報提供や不安の解消に関して、県が積極的に支援することに加え、関係者が一

体となって取り組む必要があります。 

 

○千葉県千葉リハビリテーションセンター 

千葉県千葉リハビリテーションセンターは、リハビリテーション医療施設（病院）、医療

型障害児入所施設（愛育園）、医療型児童発達支援センター、障害者支援施設（更生

園）及び補装具製作施設によって構成されています。身体に障害がある人に、入院・外

来診療又は一定期間の入所により、高度の医学的、社会的及び職業的リハビリテーショ

ンを総合的に行い、社会復帰及び家庭復帰の促進を図るとともに、県内の同種施設に

対する技術的な助言、支援を行う中心的な役割を担っています。 

また、更生園では、高次脳機能障害のある人等を対象とした生活訓練事業、就労移

行支援事業を行っており、退園後の地域生活支援や職場定着等の支援を高次脳機能

障害支援センターと共同で実施しています。 

平成１８年度には、千葉県立袖ヶ浦福祉センターと同様に指定管理者制度に移行し、

社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団が指定管理者として管理運営を行ってい

ます。 

平成２２年度には、２３年度から２５年度までを計画期間とする「千葉県千葉リハビリテ

ーションセンター改革プラン」を策定し、県立施設としての役割・機能に沿った経営の効

率化や施設整備の取組を進めてきました。 

現在、千葉リハビリテーションセンターでは、重症心身障害のある子ども等に対する

支援や、専門的なリハビリテーションに係る利用ニーズが高く、利用待機者数も多くなっ
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ています。その一方で、設置から約３０年以上が経過し、施設・設備の老朽化が進み、

また、建物が手狭となっているため、県民ニーズに十分に対応することが困難となって

います。 

さらに、公募方式による指定管理期間５年という現行の指定管理者制度の運用につ

いては、同一の指定管理者による長期的な運営が保障されず、利用者・保護者と職員

との間の信頼関係の構築や、医療従事者の確保の観点から、課題があるとの意見もあ

ります。   

今後も県立施設としての機能・役割をさらに強化していくために必要な施設整備のあ

り方や、指定管理者制度の運用について検討が必要です。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

○ 千葉県袖ヶ浦福祉センター 

①   指定管理者制度を含めた施設の運営方法については、平成 29 年度末までを「集

中見直し期間」として（福）千葉県社会福祉事業団を指定管理者とし、県が運営に積

極的に関与し、民間団体の協力を得つつ、（福）千葉県社会福祉事業団にも見直しへ

の取組を促すとともに、パーソナルサポーターの派遣など県や外部による重層的なチ

ェックシステムの構築を図ります。 

また、集中見直し期間中に民間法人が県立千葉県袖ヶ浦福祉センターの運営に

参入しやすい環境整備を行い、それまでの指定管理者制度の運用を見直します。具

体的には、養育園・更生園の一体運営の見直し・分割を図ることにより、小規模ケアと

ガバナンスが徹底された民間法人の参入を促します。 

これらの見直しの実効性を確保するため、外部の第三者の評価を受けながら、進捗

管理を行います。 

なお、集中見直し期間終了後の運営形態については、県立千葉県袖ヶ浦福祉セ

ンターの運営状況や民間法人の動向を見て検討する必要があります。 

 

②   きめ細かなケアを進め、個々の利用者に合った暮らしを確保するため、県立千葉県

袖ヶ浦福祉センター利用者の民間施設や地域への移行を推進し、定員規模を現行の

半分程度に縮小することを目指すとする第三者検証委員会の答申に沿って移行を進

めます。 

具体的には、民間施設団体やその他の団体等関係者の協力を得ながら、計画的に

受入側の支援体制を確保します。また、利用者・保護者に対する十分な情報提供や

助言により、利用者・保護者の理解を得ながら、個々の特性に合った適切な支援が受

けられる移行先の選定・調整を行います。 

   

③   施設の閉鎖性の解消のため、利用者の障害特性に応じた開放的で明るい住環境・
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生活空間となるよう、施設整備等により改善を図るとともに、外部の目が入りやすく、

個々の利用者に合った適正な支援が可能となる施設のあり方を検討します。 

 

④   目指すべき方向性として、養育園は、県立施設の公的責任として、被虐待児童の 

シェルター機能（セーフティネット機能）や、保護者と利用者、地域をつなげる相談・療

育支援などの機能・役割を、また、更生園は、当面、県立施設として、民間のモデルと

なる強度行動障害支援等拠点としての機能・役割を果たすこととします果たします。 

 

○千葉県千葉リハビリテーションセンター 

①  千葉リハビリテーションセンターは、引き続き、県立施設として、重症心身障害のある

人や子ども、また脊髄損傷、高次脳機能障害等の重度の障害のある人に対し、民間施

設では対応が難しい高度な医療的ケアから、リハビリテーション、社会復帰に向けた就

労支援等の福祉的支援に至るまでの総合的な機能を担います。また、県内の民間リハ

ビリテーション施設に対して技術的な助言や医師の派遣等の支援を行うなど、中核的

センターとしての役割も担います。 

これらのニーズに十分に対応できるよう、機能の強化について検討します。 

 

①②   施設の整備については、施設の老朽化への対応と併せ、県民からの高いニーズ

に十分に対応できるよう、県立施設としての役割を維持・強化する視点から、施設整備

のあり方を検討します。 

 

③  平成28年度以降の指定管理者制度の運用について、透明性・公平性の確保の観点

のほか、民間施設では対応困難なサービスを、安定的かつ効果的に実施できるかとい

った観点から、総合的に検討します。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

13

12 

県立施設袖ヶ浦福祉セン

ターの必要入所定員総数 

３５８ 

１７０ 
― ― 

２７８ 

９０※ 

※ 平成 29 年度末までの県立袖ヶ浦福祉センターの入所者の受入れ先の施設等 

の整備後の平成 30 年度 
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【Ⅰ 現状・課題】 

重度心身障害者（児）の健康・福祉の増進と医療費の負担の軽減を図るため、国民健康

保険法等に基づく保険による医療給付の自己負担額の助成を実施しています。 

現在、医療機関の窓口で一旦自己負担額を支払い、後日、その領収書を添えて実施主

体である市町村に申請し、還付を受ける償還払いとなっているため、市町村に後日申請に

行く必要があるなど、障害のある人やその家族への負担が大きく利便性の向上が必要で

す。 

市町村にへの後日の還付申請を不要とする必要がない本制度の現物給付化については、

本県においては平成２５年度において、その方向性を打ち出したところです打ち出しまし

た。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   重度心身障害者（児）の医療費に係る利便性の向上を図るため、市町村との協議

結果を踏まえ、平成２７年８月の現物給付化の実施に向けて、制度の詳細部分の調整

を行い、事務を進めます。 

     自己負担については なお、通院１回、入院１日につき３００円の自己負担をいただく

こととしました。低所得者（住民税非課税世帯）については、引き続き負担はありません。

なおし、６５歳以上で新たに重度障害となった方については、制度の対象外となります。

低所得者（住民税非課税世帯）については、引き続きご負担はありません。 

７ 障害のある人一人ひとりに着目した支援の充実 

◇ 発達障害、高次脳機能障害、強度行動障害など、地域の支援施設・機関では通

常の対応が難しい障害について、県内に拠点を設置して支援の拡充を図るととも

に、より地域に密着した支援ができるよう、民間での専門的・広域的な支援拠点

機関の普及促進や、そのための機関・人材育成などの具体的な仕組みづくりを進

めます。 

◇ 通所による施設サービスだけでは支援が困難な障害のある人に対して、親の

会、当事者サポート団体などと連携した支援などを進めます。 

◇ 特に本人や家族の負担が大きい重度心身の障害のある人に対しては、支払いに

係る利便性の向上を推進します。 

◇ ひきこもり本人や家族等に対しては、相談支援等により、ひきこもり本人の自

立を推進し、本人及び家族等の福祉の増進を図ります。 

（１）重度心身障害者（児）医療費助成制度の現物給付化の実施 

総合計画から 
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【Ⅰ 現状・課題】 

発達障害、高次脳機能障害などについて専門的な支援体制や、日中活動の場の確保が

課題となっています。支援に当たっては、より身近な地域での支援体制の整備が必要です。 

 

○発達障害 

   知的障害を伴わない自閉症、やアスペルガー症候群といった広汎性発達障害のある

人の存在が社会的に認識されてきており、支援を必要とする人は県内にも一定程度存

在すると考えられます。 

千葉県県では、千葉市、我孫子市に専門的支援拠点として千葉県発達障害者支援

センター（CASＣＡＳ）を設置し、各ライフステージに応じた電話・窓口・巡回による相談

支援や、各分野の関係者への研修等を行っています。 

発達障害における相談支援のニーズが千葉県発達障害者支援センター（ＣＡＳ）に

集中しており、速やかな対応が困難な状況にあります。また、地域における相談支援体

制の整備や発達障害のある子どもを育てた保護者の経験やノウハウを活用できる制度、

仕組みづくりが必要です。 

また、高機能広汎性発達障害のある人などの日中活動の場が不足しており、対応可

能な事業所の整備や利用者への情報提供が必要です。 

 

○高次脳機能障害 

県内３か所に支援拠点を設置し、支援コーディネーターを配置し、機能回復・社会復

帰に向けた訓練、就労支援、情報発信、研修等を行い、支援普及を図るとともに、千葉

県千葉リハビリテーションセンターに高次脳機能障害支援センターを設置し、より専門

的な支援を実施しています。一方、地域における支援体制強化と県内の高次脳機能障

害のある人の数などの実態把握が必要であるとともに、高次脳機能障害のある人への

支援は、より専門性が必要となるため、地域の相談支援事業所等においては支援が難

しい場合もあります。また、就労定着が困難な場合もあり、就労支援の方法についてさら

なる支援の検討が必要です。 

 

○矯正施設からの退所・円滑な社会復帰 

矯正施設（刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院）に入所する累犯障害者の円滑な社

会復帰を促進するため、地域生活定着支援センターにおいて、支援を行っています。ま

た、医療観察法の対象者の社会復帰を促進するため、保護観察所等の関係機関と連携

（２）地域の支援施設等のみでは支援が困難な 

障害に対する支援の推進 
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を図ることが必要です。 

矯正施設に入所している障害のある人の中には、自立した生活を送ることが困難である

にもかかわらず、過去に必要とする福祉的支援を受けられずに入所する受けられなかった

人が存在することや退所後の受入先や住む場所を確保できないままできず矯正施設を退

所する人し、犯罪を繰り返す例も存在していることがあり、課題として指摘されています。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   発達障害、高次脳機能障害については、県としての広域的な専門支援拠点におけ

る支援の拡充やバックアップ体制を整えつつ、市町村においても相談支援に対応で

きるような体制の整備を引き続き推進するため、地域における専門性の高い人材の育

成や、県内拠点及び地域内の関連支援機関とのネットワーク構築に取り組みます。 

 

②   発達障害のある人への理解の深化や支援体制の充実整備を図るため、地域にお

いて支援啓発や支援者養成を目的とする人材の研修等の体制の整備を進める行うと

ともに、千葉県発達障害者支援センター（ＣＡＳ）と地域の相談支援機関との役割分担

を明確にし、連携を進めます。 

また、放課後等デイサービスなどの 

③   高機能広汎性発達障害のある人などの日中活動の場の整備を促進します。 

なお、発達障害のある子どもの子育て経験のある保護者をペアレントメンターとして登

録し、その拡充やフォローアップ研修会等を実施し、支援の強化を図ります。 

  

③④   高次脳機能障害のある人に対する支援については、各支援拠点機関の支援者

の育成や地域連携の構築により支援体制を強化するとともに、高次脳機能障害ネット

ワーク連絡協議会等を通じて、各支援拠点機関と連携しながら、高次脳機能障害のあ

る人の実態の把握や就労定着に繋がるよう 就労支援の方法等について検討します。

また、各支援拠点などが連携して調査方法を検討し、高次脳機能障害のある人の実

態の把握に努めます。 

 

④⑤   矯正施設の退所者に対する支援については、保護観察所等の関係機関と連携

のもと、矯正施設に入所する累犯障害者等が出所等後出所後に必要な福祉サービス

を受けるための支援を行います。また、医療観察法の対象者に対する支援についても、

保護観察所等の関係機関と連携のもと、社会復帰できるよう支援を行います。 
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【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

１ 

発達障害者支援センター

運営事業 
    

 
研修等受講者数 ５，９７７ ９，０００ ９，０００ ９，０００ 

相談件数（地域相談支援

機関での対応を含む） 
２，７５２ ― ― ３，５００ 

 

２ 高次脳支援拠点機関数   ３ ３ ３ ３ 

  

３ 
高次脳機能障害相談件

数 
９，２４４ ９，３００ ９，３００ ９，３００ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

発達期までに生じた重度の知的障害と身体障害を併せ持つ併せ持ち、医療的ケアの必

要な状態を重症心身障害のといいます。重症心身障害では、日常的に医療的ケアが求めら

れることから、常に専門性を備えた施設とつながりを保つ必要があります。 

県内には、重症心身障害の状態にある人の処遇向上を図り、保護者等の負担を軽減（子

どもを含む）が入所できる施設が６箇所ありますが、立地するため、民間の地域が限られてい

ることもあり、さらに充実を求める声があります。また、福祉型短期入所事業所に対して、国

の制度にない報酬加算を行い事業者の費用負担の軽減を図っていますでは、喀痰
かくたん

吸引の

研修を受けた職員が不足しているために短期入所サービスが利用できない問題があるとい

う意見があります。 

重症心身障害の状態にある人が、地域で生活する障害のある人にあたってのニーズや実

態に対応するとともに、家族・介護者等のレスパイトなど、より身近な地域で必要な時に利用

できるサービスの提供体制整備が求められています。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

① ①   重度の知的障害と身体障害を併せ持つ  地域で生活する重症心身障害の状

態にある人の処遇向上を図り、保護者が、専門性を備えた施設で短期入所等の負担

を軽減サービスを利用できるようにすることは、家族等を支援するうえでも重要です。

事業者によるこれらのサービスの提供を促進するため、福祉型短期入所事業事業所

に対する助成対して、国の制度にはない報酬加算を引き続き実施するなど、必要なと

きに十分に利用できるサービス提供体制の整備に努めるとともに、制度の拡充等を検

討します。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

４ 
短 期 入 所 事 業 者 数 （ 再

掲） 
１３４ １３７ １４０ １４３ 

 

 

 

 

（３）通所サービスだけでは支援が困難な 

障害に対する支援の推進 
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【Ⅰ 現状・課題】 

ひきこもりとは、「様々な要因の結果として、社会的参加（義務教育を含む就学、非常

勤職を含む就労、家庭外での交遊など）を回避し、原則的には６カ月以上にわたって概

ね家庭にとどまり続けている状態」とされています。 

内閣府が平成２２年に実施した「若者の意識に関する調査（ひきこもりに関する実態

調査）」によれば、普段は家にいるが、自分の趣味に関する用事の時だけ外出する人を

含めて、全国で約７０万人がひきこもり状態にあると推計されています。県内のひきこもり

状態にある人の実数等の県の実態調査はありませんが、全国と本県の平成２６年４月１日

現在の人口比を用いて推計すると、本県におけるひきこもり状態にある人は約３万人と想

定されます。 

県では、このような状況を踏まえ、平成２３年１０月に「ひきこもり地域支援センター」を開

設し、本人及び家族等からの電話相談に応じるとともに、平成２５年度から希望者に対し

アウトリーチ（訪問支援）を実施しています。また、ひきこもり地域支援センターの周知を行

っています。 

ひきこもりは、長期化するほど、社会復帰が難しいとされており、できるだけ早期に支援

につなげる必要があります。 

また、平成２５年度に寄せられた相談において、ひきこもり対象者の年齢は２０代、と３０

代が合わせて６割強を占めており、特に、若年層の支援をしている関係機関との連携を図

る必要があります。 

さらに、ひきこもり地域支援センターにおける相談ひきこもり支援コーディネーターのレ

ベルアップスキルアップやアウトリーチアウトリーチ型の支援ができる担い手の確保が課題

となっています。 

   

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   ひきこもり地域支援センターにおいてアウトリーチ型の支援を充実するとともに、同

センターで開催している「事例検討会」等を活用して、ひきこもりから仕事や学校に行

けるようになり、かつ家族以外の人との交流ができるようになった事例を蓄積・分析す

ることにより、ひきこもっている人の自立促進のための対応策の検討をし、相談員のレ

ベルアップひきこもり支援コーディネーターのスキルアップを図ります。 

 

②   また、「子ども・若者育成支援協議会」等を通じて、関係機関の連携体制の構築を

図ります。 

 

（４）ひきこもりに対するアウトリーチ型支援の推進 
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③   「ひきこもりサポーター養成・フォローアップ研修事業」を実施し、より身近な支援者

を育成することとともにより、ひきこもりサポーターを派遣する市町村等、関係機関と連

携しながら、ひきこもりの早期発見に努めます。  

 

④   千葉県子ども・若者総合相談センター「ライトハウスちば」におけるひきこもりに関す

る相談に努めます。 

 

⑤   今後、市町村の取組みの現状把握に努めるとともに、実態調査についても検討して

いきます。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

５ 
ひきこもりサポーター養成

者数 
 ― ５０ ７５ １００ 

  

６ 
ひきこもり地域支援センタ

ーの相談見込み件数  
４８３ ８００ ９００ １，０００ 

 

７ 

ライトハウスちばの相談

件数（ひきこもりに関する

ものに限る。）  

２９７ ６００ ７００ ８００ 

 

８ 
アウトリーチ型の訪問件

数 
１５ ５０ １００ ２００ 
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８ その他各視点から取組むべき事項 

◇  障害の特性及び障害のある人のニーズに応じたサービス提供体制を構築する

ため、ホームヘルパー等の福祉職の養成・確保と医学的リハビリテーションに従

事する医師の確保、理学療法士等のリハビリテーション専門従事者職の充実や資

質の向上に努めます。 

◇ 高齢期に向けた支援については、国における地域の居住支援やサービス提供体

制のあり方の検討状況を注視しながら検討を進めます。 

◇ 障害のある人が適切な医療を受けられるよう、「受診サポート手帳」の普及等

医療機関との連携連絡体制づくりに引き続き努めます。また、身近な地域で必要

なリハビリテーションを受けられるよう地域リハビリテーション体制等の充実

を図ります。 

  定期的に歯科検診を受けること又は歯科医療を受けることが困難な障害のあ

る人に対して、巡回歯科診療車による定期的な歯科検診・歯科保健指導を実施し

ます。 

◇ 総合難病相談・支援センターおよび県内９箇所に設置した地域難病相談・支援

センターを拠点として、相談・支援の実施、患者・家族の交流促進、難病への理

解促進等を図ります。 

◇ 県障害者スポーツ大会の開催及び全国障害者スポーツ大会への選手派遣を通

じて、障害のある人のスポーツの普及に努めるとともに、障害のある人がスポー

ツを行うことができる環境づくりに取り組みます。2020年パラリンピック東京

大会の開催に向けて、国のスポーツ行政の一元化も踏まえ、選手の育成強化に努

めます。また、様々な機会を通じて指導者の資質の向上に努めます。 

  身近な地域での文化芸術活動に親しむために、参加・発表の機会の確保と参加

者の拡大に努めます。  

◇ 障害のある人が、安心して快適に暮らすことができるまちづくりを推進しま

す。また、道路や建築物などの公共施設については、バリアフリー化やユニバー

サルデザインの普及に努めます。 

◇ 障害のある人が、地域社会の中で安全で安心して暮らせるよう、防犯・防災対

策の推進、悪徳商法など消費者被害を防止するために、市町村、関係機関等と連

携して障害のある人を地域で守る仕組みづくりを推進します。 

◇ 行政・民間団体等により設けられている各種の障害のある人に関するマーク

は、バリアフリー等に対応したルールや障害のある人への支援の必要性を伝える

ものであると同時に、障害のある人への理解を促す「心のバリアフリー」につな

がるものであり、これらのマークの県民への周知と理解の促進を図るとともに、

普及に努めます。 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人が身近な地域で生活できるよう、障害の多様化特性、障害の重度・重複化、

障害の特性及び障害のある人の生活実態等に応じた対応できるきめ細かな支援が必要と

なっているとともにです。近年、障害福祉サービスの利用者はも着実に増加しており、多様

なニーズに適切に対応できる質の高い福祉・介護・保健・医療従事者等の養成と確保が課

題となってきていますおります。一方、介護職に従事していない介護福祉士等の有資格者

が多いことが指摘されており、介護職の人材確保に向けて向けた環境整備が必要です。ま

た、重度訪問介護の対象者拡大に伴い、対応可能なヘルパーの養成が必要です。 

 県内の医師、看護師等の人材については、平成２４年末現在、本県の医師、看護職員数

は、実人数で、医師が１０，６９８人（全国８位）、看護職員が４９，５４８人（全国第９位）です。

しかし、人口１０万人当たりのでは、医師１７２．７人（全国第４５位、全国２２６．５)、看護職員７

９９．８人（全国第４５位、全国１１３９．２）であり、全国平均を下回っています。 

 また、平成２５年度に実施した「千葉県医師・看護職員長期需要調査」の結果では、平成 

３７年の医師の不足見込数は最大で１，１７０人、看護職員は最大で１５，１５０人となっており

であり、県内での就業や定着に向けた支援が必要です。 

また、リハビリテーションに携わる医師の確保にあたっては、あわせて、理学療法士（Ｐ

Ｔ）、作業療法士（ＯＴ）、視能訓練士（ＯＲＴ）、言語聴覚士（ＳＴ）などのリハビリスタッフリハ

ビリテーション専門職の充実やリハビリスタッフリハビリテーション専門職をコーディネート

する人材の育成が必要です。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   福祉・介護人材については、障害のある人のニーズ、障害特性に応じたサービスが

提供できる体制を整えるため、社会福祉士、介護福祉士、ホームヘルパー等の人材

養成に努め、必要となる人材の確保を図るとともに、資質向上に努めます。 

障害のある人に対するホームヘルパーの人材を育成するため、ホームヘルパーとし

て従事するために必要な介護職員初任者研修を行う事業所を指定するとともに、障害

特性に応じた介護者の養成研修及びスキルアップ研修を推進して、利用者のニーズ

に応えられるサービス量人材の確保に努めていきます努めます。また、社会福祉士及

び介護福祉士について、(福)千葉県社会福祉協議会では、養成校養成施設に通う学

生に対して修学資金の貸付けを行うとともに、福祉人材センターでは、福祉施設で働

きたいというの就職を希望を持つする人に、無料で職業を紹介する福祉人材バンク事

業を引き続き実施し、人材確保に努めます。 

 

②   また、福祉の人材の定着、・離職防止を図るため、福祉・介護人材確保定着事業（メ

（１）人材の育成と確保・定着 
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ンタルヘルスサポート事業）では、アドバイザーが行う、介護職員等の抱える業務上の

悩みなどに対し、アドバイスや適切な対するアドバイザーによる相談窓口の紹介等を

行っておりについて、今後も当該事業の積極的な活用を図ります。     

 

③   このほか、県では地域の実情にあった合った福祉・介護人材の確保・定着対策を効

果的に実施するため、引き続き、県内を１２地域に区分し、県・市町村をはじめ、社会

福祉施設・事業所、教育機関等で構成する「千葉県福祉人材確保・定着地域推進協

議会」を設置するとともに、研修や合同面接会の実施への助成を行い、福祉・介護人

材の確保を図ります行います。 

 

④   医師・看護師等の人材については、医師・看護職員の人材の確保について、養成

力の強化、県内就業への誘導、離職防止、再就業をの促進を推進していきます。 

 また、リハビリテーションに携わる医師の確保とともに、あわせて必要となる

リハビリスタッフリハビリテーション専門職の就業実態などの把握に努めます。 

 

⑤   市町村職員やPT、OTリハビリテーション専門職等を対象としてし、地域でリハビリテ

ーションを提供する上で必要、多様な、多岐にわたる関係者間関係機関の連絡調整

ができるコーディネーター的人材の養成研修育成を引き続き実施します。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

１ 

重度訪問介護従事者の養

成（強度行動障害を除く） 
    

 養成人数 ２２ ４０ ４０ ４０ 

研修回数 ７ ４ ４ ４ 

  

２ 

同行援護従事者の養成     

 
養成人数 ９６７ ５００ ５００ ５００ 

研修回数 ４４ ２５ ２５ ２５ 
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№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

３ 

強度行動障害支援者の

養成 
    

 
養成人数 ― ２４０ ２４０ ２４０ 

研修回数 ― ２ ２ ２ 

 

４ 

ガイドヘルパーの養成     

 
養成人数 ２９６ ５００ ５００ ５００ 

研修回数 ２０ ２５ ２５ ２５ 

 

５ 

サービス管理責任者の養

成 
    

 
養成人数 ６６４ ５５０ ５５０ ５５０ 

研修回数 １ １ １ １ 

 

６ 

医師及び看護師の確保定着     

 

医師修学資金の貸付

を受けた医師数の増加 
１ １４ ３０ ５８ 

養成所卒業生の県内

就業率（％） 
６６．２    

看 護 職 員 の 離 職 率

（％） 

１２．４ 

※ 
   

   ※平成２４年末現在 

 

７ 
福祉・介護人材確保対策

事業の事業数 
１３９ １４０ １４０ １４０ 

 

 

増加を目指します。 

低下を目指します。 

増加を目指します。 
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【Ⅰ 現状・課題】 

本県において急速に高齢化が進む中、高齢期の障害のある人も増加傾向にあります。そ

の要因の一つは、高齢期になり、身体機能の低下や疾病等により、新たに障害を持つ人が

増えていることと考えられます。厚生労働省が平成２３年に実施した「生活のしづらさなどに

関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）」によると、在宅の身体障害のある人のうち６

５歳以上の人の占める割合は６８．７％で、７０歳以上に限っても５７．４％です。我が国の総

人口に占める６５歳以上人口の割合（高齢化率）は２３．３％であり高齢者の占める割合は、

障害のある人が高くなっています。 

６５歳以上の人の占める割合は６８．７％で、７０歳以上に限っても５７．４％です。我が国の総

人口に占める６５歳以上人口の割合（高齢化率）は（２３．３％）と比較すると、その３倍近くも

高齢化が進んでいる状況です。 

また、平成２５年度の「障害者白書」によると、身体障害の発生年齢分布は４０歳代以上の

発生が６割を占め、このうちの約４割が６５歳以上での発生であり、中高齢期に新たに障害を

持つ人の増加が伺えます。障害種類別で見ると内部障害では、４０歳以上の発生が約８割

であり、心臓や腎臓等の臓器の疾病に起因する障害が多いことが明らかになっています。

内部障害だけではなく、高齢期においては一般的に高齢化に伴い疾病リスクが高まるため、

医療的ケアの充実が必要です。 

県が平成２３年度に実施した４０歳以上の障害のある人を対象とした、「高齢期の障害の

ある人の実態調査」によると、在宅の障害のある４０歳以上の人のうちの約半数が６０歳以上

で、身体障害のある人に限ると約３分の２が６０歳以上です。 

在宅で主に介助又は援護する人としては、年代が進むにつれて、障害種別にかかわらず

「母親、」や「父親」は大きく減少しますが、逆に、身体障害のある人では「配偶者」が、知的

障害・のある人や精神障害のある人では「グループホーム等の世話人など」が大きく増加し

ています。 

また、在宅の福祉サービス等を利用して一人暮らしをしている高齢の視覚障害などのある

人には、将来の居住環境に対しての不安があると言われています。 

施設又は病院に入所・入院している人については、家族等の介助者の高齢化への対応、

いわゆる「親亡き後」とあわせて、独り暮らしの障害のある人の自立した生活を維持していく

ための施策の充実が必要です。また、在宅の福祉サービス等を利用して一人暮らしをして

いる高齢の視覚障害などのある人には、将来の居住環境に対しての不安があると言われて

います。 

このような中、高齢期においても地域で安心して住み続けられる施策の推進が必要であり、

障害のある人が高齢期を迎えた時に、「どこで誰と住むか」などの権利が保障され、柔軟に

（２）高齢期に向けた支援 
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選べる支援、体制づくりが求められています。 

障害者総合支援法附則では、法施行後３年後（平成２７年）を目途として、高齢期の障害

のある人に対する支援のあり方等について、国は所要の措置を講ずるものとしており、県とし

て動向を注視しています。 

 また、障害福祉サービスを利用している人が６５歳を迎えたとき迎えると、現行制度では介

護保険が優先して適用となっているされるため、高齢期を迎えた障害のある人は、それまで

利用していた障害福祉サービスから介護保険サービスへの切り替えに切り替える必要が基

本となっています原則的に生じます。しかし、障害福祉サービスと介護保険サービスでは、

支援の内容や、判定基準・給付水準が異なります。 

平成２３年度に実施した県の調査によると、障害福祉サービスを利用している人が６５歳を

迎えた時に、回答のあった市町村のうちほとんどが必要に応じて介護保険サービスと障害

福祉サービスを併給している状況ですが、全て介護保険に切り替えている市町村もありまし

た。障害福祉と介護保険との間でサービス内容や自己負担の差などがあるため、障害福祉

サービスから介護保険サービスへの円滑な移行について課題があります。このことなどから

原則として介護保険を適用ししたとしても、不足する部分は障害福祉サービスを適用すると

いう原則を周知するとともに基づき、障害のある人のニーズ、地域の実情に応じた対応をす

ることが求められています。 

高齢期においても地域で安心して住み続けられる施策の推進が必要であり、障害のある

人が高齢期を迎えた時に、「どこで誰と住むか」などの権利が保障され、柔軟に選べる支援、

体制づくりが求められています。 

なお、国において、障害者総合支援法附則では、法施行後３年後（平成２７年）を目途とし

て、高齢期の障害のある人に対する支援のあり方等について、国は所要の措置を講ずるも

のとしており、県として動向を注視しています。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   医療的ケアが必要な高齢期の障害のある人への福祉サービスの制度的な拡充に

ついて国に働きかけます。また、在宅診療を支えるかかりつけ医や、介護サービス計

画を作成するケアマネージャーと、障害福祉サービスの利用計画を作成する相談支

援専門員との連携を強化するため、障害福祉と高齢者福祉の垣根を越えたトータル

サポート体制づくりや適切な医療サービスを提供できる体制づくりなどを検討します。 

 

②   国に対して、高齢期の障害のある人が住みやすい住宅等の研究を行うこと、居宅の

バリアフリー工事に対する補助制度の創設及び高齢期の障害特性に合わせた設備基

準の設定など、各種の機会を通じて提案・要望活動を行います。 
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③   障害のある人が高齢期を迎えると、医療的ケアや日中活動のニーズも若年層とは

大きく異なることから、グループホームの住まいとしての機能やサービス提供のあり方

について検討します。また、介護保険サービスのグループホームは、認知症のある人

のみが利用できるため、高齢期においても、障害福祉サービスのグループホームで生

活できるよう、制度の整合や連続性の確保について国に対して要望を行います。 

 

④   医療機関との連携強化や入所施設のバックアップ機能の活用を図ります。その他、

高齢期を迎えた障害のある人の抱える、健康の維持や意欲の向上などの課題につい

て、県として対応すべきことを整理し、検討していきます。 

 

⑤   重症心身障害者入所施設の整備については、地元市町村とともに実態調査をして

支援を検討します。 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人に対する医療の提供に関しては、障害に対する理解や知識が不十分であ

るために配慮が欠落したり欠けたり、時として障害のある人の不利益が生じることがあります。

このため、障害のある人が円滑に受診できるよう、障害のある人への十分な理解や障害に対

する知識、診察の際の留意点等について医療関係者に周知を図ることが重要です。 

難病患者等に対するついては、総合支援法により障害福祉サービス等の支援の対象とな

り、平成２７年１月１日に１５１疾患が対象となり、今後、疾患が見直しとなる予定です。そのサ

ービスについては、難病等の特性、病状の変化や進行、福祉ニーズ等に配慮した円滑な事

務が実施されるよう、市町村、社会福祉関係者、医療関係者の理解と協力の促進を図る必

要があります。また、そのためには、あわせて難病患者等の障害福祉サービス等の利用実

態等を把握する必要があります。 

県においては、総合難病相談・支援センターおよび県内９箇所に設置した地域難病相

談・支援センターを拠点として、相談・支援の実施、患者・家族の交流促進、難病への理解

促進、患者等が自ら開催する事業への支援を行うとともに、難病患者等への理解を深める

ためホームヘルパーの研修を行い、難病患者に適切なサービスができる体制の整備に努め

ています。 

障害のある人や高齢者等がこれまでと同じように生活を送ることができるように、幅広いリ

ハビリテーションの提供を行うため、「千葉県地域リハビリテーション協議会」を設置して、医

療機関や保健・福祉施設、市町村、保健所等との関係機関の連携強化を図っています。し

かしながら、退院後のリハビリテーションを担う機関今後は、地域ごとに保健・医療・福祉分

野の多様な施設で実施されていますが、住み慣れた身近な地域で継続的にリハビリテーシ

ョンが提供できるようなを受けられる体制づくりのより一層の取組が課題必要となっています。

なります。 

精神医療については、入院を必要最小限の期間に留め、在宅治療を中心とすることが世

界的趨勢となっており、我が国においても、入院治療から在宅治療への転換が求められて

います。また、高齢化に伴い、増加する精神疾患と身体疾患を併発する患者への対応や児

童思春期、アルコール（薬物）依存症、てんかん等の専門医療の重要性も高まっています。 

近年、精神疾患の患者数は、社会生活環境の変化等もあって、うつ病などの気分障害や

認知症などを中心に増加しており、精神疾患は、より一般的な病気となっています。精神科

診療所が増加し、より身近な地域での外来診療体制が拡充してきていますが、その一方で、

精神疾患や医療に対する知識・情報の欠如などから、問題の遷延化長期化や症状の重症

化を招くケースもまだ多く見受けられます。 

口腔健康管理は、虫歯や歯周病を予防するだけでなく、摂食機能を維持したり、誤嚥誤

（３）保健と医療に関する支援 
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嚥
えん

や窒息などを防いで全身の健康を守るとともに、おいしく食事をしたり、会話を楽しむなど、

生活の質を確保するためにも重要です。障害によっては、口腔機能の問題を抱えていたり、

歯磨き等の自己管理が不十分なため、歯科疾患に罹患するリスクが高くなっています。また、

歯科疾患を訴えることが不十分なため、医療機関等での受診が難しい等の理由から訴えら

れず、治療が遅れがちで遅れて重症化しやすい人もいます。さらに、いったん重症化した後

は治療が困難となります。 

このため、そしゃく・えん下機能咀嚼
そ し ゃ く

・嚥下
え ん げ

機能の発達・維持、虫歯や歯周病の予防、早

期の指導や治療はが特に重要ですが、 

・ 障害のある人の口腔健康管理の重要性が必ずしも十分に理解されていないこと 

・ 歯科医療機関において定期的に障害のある子どもの歯科検診等を行っている施設や

家庭はまだ少ない状況にあること 

・ 地域において障害のある人に対する歯科保健相談、歯科検診、歯科治療等を積極

的に対応してくれる「かかりつけ歯科医」がまだ十分に普及されていないこと 

等の課題が指摘されています。  

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   医療費負担の軽減として、身体障害のある人に対する更生医療費の給付、精神障

害のある人に対する通院医療費の給付、身体障害のある子どもに対する育成医療費

の給付を引き続き行います。また、「重度心身障害者（児）医療給付改善事業」につい

て、利用者の利便性の向上を図るため、平成２７年８月からの現物給付化の実施に向

けた事務を進めます。 

 

②   障害のある人と医療関係者が円滑にコミュニケーションをとり、障害のある人が適切

な医療を受けられるようにサポートするため、既往症、投薬、コミュニケーションのとり方

等を記載した「受診サポート手帳」の普及を図るとともに、医療機関と障害のある人の

団体との連携体制づくりをサポートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③   難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、各市町村、社会福

祉関係者において、病状の変化や進行、福祉ニーズ等に配慮して実施されるよう理
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解と協力の促進を図ります。市町村と連携し、難病患者等のニーズを踏まえた障害福

祉サービスの利用促進を図るとともに、国の難病患者等に対する制度改革を踏まえた

相談支援機能の充実・強化を図ります。 

難病患者等の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、様々

なニーズに対応した相談や支援ができるよう、引き続き総合難病相談・支援センター

および及び県内９箇所に設置した地域難病相談・支援センターを拠点として、地域で

生活する難病患者等の日常生活における相談・支援や患者・家族間の交流の促進、

難病への理解促進等に取組みます。また、保健所のにおいて、保健師による訪問相

談、医師、看護師、理学療法士等による医療相談や訪問指導等を引き続き、実施しま

す。 

 

④   リハビリテーションの充実のため、引き続き千葉県リハビリテーション支援センターを

県内に１か所及び地域リハビリテーション広域支援センターを二次保健医療圏ごとに１

か所整備し、このこれらの支援センターを中心に、慢性期の人のリハビリテーションの

実施や在宅への橋渡しについては、個別の相談に応じ、具体的な対応を含めて検討

していきます。 

また、千葉県地域リハビリテーション協議会等を活用し、関係機関に広く意見を求め、

地域リハビリテーション支援体制の整備を推進します。 

 

⑤   精神科病院における急性期治療を中心とした医療への転換や精神科医療機関及

び関係機関の協力の下に、入院中心の医療から、地域での生活を支える医療体制・

機能の充実に向けて取り組みます。 

多職種チーム医療による地域生活への包括的支援など、外来診療及び通院患者

に対する医療的支援体制・機能の拡充を目指します。 

また、訪問看護ステーションや地域の支援機関等との連携の促進を図ります。 

精神科病院、や総合病院精神科と精神科診療所の連携による手厚い地域医療体

制の実現を目指します。 

身近な地域で、医療と福祉の緊密な連携による包括的相談支援体制の構築と充実

強化を図るため、地域自立支援協議会の充実・強化に向けた支援や、ピアサポータ

ーも含めた地域における相談支援関係機関等によるネットワークづくりの促進等に取り

組みます。 

 

⑥   このため、発症からできるだけ早期に精神科に受診できるよう、保健サービスや一

般の医療機関と精神科医療機関との連携等について検討するとともに、します。 

⑥     また、県内の児童思春期・アルコール（薬物）依存症の専門治療が行う精神科救

急医療機関情報を相談支援機関に提供し、適切な医療機関等を紹介する体制の充
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実強化に取り組みます。を図ります。 

また、精神保健福祉センター、健康福祉センター（保健所）、市町村、教育機関、精

神医療保健福祉関係団体が、相互に連携してこころの健康の保持・増進について継

続して普及啓発を行い、精神疾患が生活習慣病と同じく、誰もがかかりうる病気である

ことについての認知度を高めます。 

 

⑦   診療機会に恵まれない施設や在宅の心身障害のある人や子どもの口腔保健対策

として、千葉県歯科医師会に委託して、に対し、巡回歯科診療車（ビーバー号）による

より定期的な歯科検診や歯科保健指導、施設職員や保護者等への口腔衛生意識の

向上や技術の普及などのを実施する心身障害児者歯科保健巡回指導事業（ビーバ

ー号事業）を、（一社）千葉県歯科医師会に委託して、引き続き、実施し、災害時の救

護活動等の機能についても内容の充実を図りますします。 

 

⑤⑧   全身性の障害を持つ人や抵抗力の弱い人への口腔健康管理について、障害の

ある人、施設職員及び保護者等への計画的かつ総合的な口腔健康管理の重要性に

ついてのを含めて周知を図ります。また、障害のある人や子どもが地域で安心して歯

科相談や歯科治療を受けられる体制を整備するため環境となるよう、ビーバー号事業

などを契機として施設や家庭において、障害のある人や子どもが定期的に口腔健康

管理や治療、相談等が受けられる「かかりつけ歯科医」の普及を図ります。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

８ 
ビーバー号による障害者支

援施設及び障害児入所施設

での歯科検診実施率（％） 

９．１ １０ １１ １２ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人の社会参加には、日々の生活の支援だけではなく、スポーツや文化活動を

充実し、障害のある人一人ひとり輝ける場が必要です。このような場は、活躍する障害のある

人を県民が知ることができることから、障害の理解を図るためにも重要です。 

近年パラリンピック開催を通じて、障害者スポーツに対する社会の関心が高まっており、２

０２０年パラリンピックの開催地が東京に決定したことから、本県選手の活躍が期待されま

す。 

本県では、障害のある人のスポーツ・レクリエーションについては、拠点施設である千葉県

障害者スポーツ･レクリエーションセンターをより多くの障害のある人に利用されるようの広報

活動の強化、や指導者の育成を通じた障害のある人のスポーツ・文化活動の振興を図って

きました。また、本県では平成１２年度から、全国障害者スポーツ大会の開催に先駆け、従

来の知的障害、身体障害別に分かれたスポーツ大会を統一し、陸上、水泳、団体競技を含

めた総合的な大会として｢千葉県障害者スポーツ大会｣を開催してきました。またさらに、全

国障害者スポーツ大会への障害のある人の参加も支援しており、平成２５年度２６年度にお

いては７競技に７４人５４人の選手を派遣し、５９個５８個の金メダルを獲得しました。これは、

東京都、大阪府に次ぎ全国第２位第３位の成績です。 

近年のパラリンピック開催を通じて、障害者スポーツに対する社会の関心が高まっている

ところです。加えて、２０２０年パラリンピックの開催地が東京に決定したことから、本県選手の

活躍に期待がかかっています。 

障害者スポーツの課題は、県の身近な地域に利用できる施設としてスポーツ・レクリエーシ

ョンセンターがあるものの、同施設を利用する人の多くを占める千葉市内の人以外について

も、身近な地域で利用できる施設とともに、身近な地域で障害のある人のニーズに対応でき

るスポーツ指導者の養成が必要であることです。また、登録している指導者から気軽に指導

を受けられる体制づくりが必要です。 

障害のある人が作成する芸術・文化作品や芸能を発表する場については、県としては、

障害のある人の団体が主催する発表会を共催するほか、文化・芸術関連行事を後援し、発

表機会の確保と充実に努める必要があります努めてきました。また、既存障害のある人の催

しや情報ツールを活用してでなくても、積極的に障害のある人の芸術・文化・自己表現作品

等の発表の場の確保に努めることも必要です。さらに 

スポーツや文化・芸術活動だけではなく、障害のある人が地域の暮らしに積極的に参加

できるよう、障害の有無を越えて多くの人と交流する機会も必要です。 

気軽に利用できる余暇の場の拡大を図るため、県として、公共施設、民間施設等に障害

のある人たちへの利用促進に向けた広報活動を強く働きかけるとともに、その協力を確保す

（４）スポーツと文化活動に対する支援 
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ることにより、経済的に負担も少なく身近で利用できる余暇の場の拡大を図っていくことが必

要と考えられます。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

① ①  障害者スポーツの一層の普及と障害のある人の理解の促進等のため、東京パラ

リンピックでの本県選手の活躍を目指し、障害者スポーツに関わる団体間の連携強化、

選手への支援強化に取組みます。 

 

②  障害のある人のスポーツ・レクリエーションの拠点施設である千葉県障害者スポー

ツ・レクリエーションセンターの利用を促進するため、引き続き、付帯施設や備品の整備、

各種情報媒体を活用した広報活動を推進します。あわせて、周辺施設との連携等によ

りスポーツ・レクリエーションセンターの拠点としての機能充実を図るとともに、地域にお

けるスポーツ施設等の利用促進を図る方法について検討します。 

また、千葉県障害者スポーツ大会については、幅広い障害のある人が参加できる大

会として、その内容の充実を図ります。 

本県における障害者スポーツの一層の普及等を目的に、 
③  （一社）千葉県障害者スポーツ・レクリエーション協会、障害当事者団体など関係団

体との連携、障害者スポーツ指導者の養成、千葉県障害者スポーツ大会の競技種目

の拡大・充実、選手への支援強化に取り組み、全国障害者スポーツ大会における本

県選手団のさらなる躍進を目指します。また、千葉県障害者スポーツ大会について、

障害のある人が幅広く参加できるよう、その内容の充実を図ります。 

    

④  障害のある人が、気軽にスポーツ指導を受けることができるよう、幅広い種目の指導

者の養成を図るとともに、障害者スポーツ指導者の登録情報のホームページなどでの

発信など、登録している指導者から気軽に指導を受けられる受けられ、スポーツを楽し

めるような仕組みづくりを検討します。 

障害者スポーツの一層の普及等のため、障害者スポーツに関わる団体間の連携

強化、選手への支援強化に取組み、東京パラリンピックでの本県選手の躍進を目

指します。 
 

⑤   障害のある人が制作する芸術・文化作品や芸能を発表する場として、障害のある人

の団体が主催する発表会を共催するほか、文化・芸術関連行事を後援し、発表機会

の確保と充実に努めます。また、様々な交流を促進するため、障害のある人が参加し

やすい行事が増えるよう、広報・啓発活動に努めます。 
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【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

９ 
障害者スポーツ指導員の

養成者数 
５７ ５０ ５０ ５０ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人がの自己決定には自ら選択した場所に居住し、障害のある人がない人と同

じように自立した日常生活及び社会生活を営むことが含まれています。そうした生活ができ

るよう、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」の展開県としては、障

害者条例により、障害のある人への理解促進と合理的な配慮と理解の促進に基づく調整、

快適で暮らしやすい生活環境の整備に努めています。 

障害のある人や高齢者の外出時の不安を解消し、活動の幅を広げることを目的とした「ち

ばバリアフリーマップシステム」を県ホームページに掲載し、公共施設など多くの人が利用す

る施設のバリアフリー情報を提供しています。 

障害のある人の視点に立ったバリアフリー化の推進のほか、安心して利用できる移動手

段の確保、公共交通機関等における減免・割引制度の充実、身体障害者補助犬制度の普

及や障害のある人や高齢者等が安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるためのユニバ

ーサルデザインの理念に基づいた建築物等の整備について引き続き、引き続き、普及啓発

が必要です。 

 

○公共施設等のバリアフリー化 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー法）」や「千葉

県福祉のまちづくり条例」（まちづくり条例）では、不特定多数の人が利用する施設の整備に

ついて必要な事項を定め、障害のある人や高齢者等が安全かつ快適に利用できる施設の

整備を促進しバリアフリー化を進めています。 

バリアフリー法に基づき、都市公園の出入口、園路、休憩所、トイレ及び駐車場、商業施

設及びその駐車場並びに特定路外駐車場のバリアフリー化を促進しています。また、公共

交通機関のバリアフリー整備として、鉄道駅の改札口やプラットホームの改修、段差の解消、

身体障害のある人のためのトイレ設置など旅客施設のバリアフリー化を今後とも進めて行く

必要があります。あわせて、バリアフリー化への努力義務がある既存の商業施設や特定路

外駐車場の管理者に対する制度の理解促進や早期の整備についての働きかけが必要で

す。 

公共交通機関のバリアフリー整備については、鉄道駅のエレベーターやホームドアの整

備、ノンステップバスの導入などがありますが、事業者の負担が大きいことや設置スペースな

どが課題です。 

また、視覚障害のある人などの移動支援のため、音響信号機などの設置が必要です。 

県庁舎等の公共施設については、不特定多数の人が利用する施設はおおむねバリアフ

リー化が図られていますが、利用する人の視点に立ち、確認を行うなど機能が維持されるよ

（５）住まいとまちづくりに関する支援 
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う、管理していく必要があります。 

また、視覚障害のある人などの移動支援のため、音響信号機等などの設置が必要です。 

障害のある生徒等も安心して学校生活を送ることができる環境づくりを推進するため、車

椅子利用等、移動に支障がある生徒等が在籍する学校のエレベーター整備を進めていま

す。また、これまで県立高等学校における多機能型トイレは、校舎の大規模改修や車椅子

を利用する生徒等の入学等と併せて整備しています。 

バリアフリー法に基づき、バリアフリー化への努力義務がある既存の商業施設や路外駐車

場の管理者に対する制度の理解促進や早期の整備についての働きかけが必要です。 

 

○住まいのバリアフリー化 

公営住宅については、バリアフリー化改修が未実施の公営住宅があるほか、エレベータ

ーのない公営住宅が多く、障害のある人を含め、高齢化と相まって身体機能の低下に伴い

居住継続が困難となる世帯が増加することが予想され、公営住宅の整備にあたっては、新

築・建替え・修繕・改善の設計にかかるものから合わせてバリアフリー化を実施しており、主

に室内の段差解消、手すりの設置などの整備を行っています。 

民間住宅のバリアフリー化については、「ちば安心住宅リフォーム推進協議会」と連携し、

住宅リフォームに関する講習会や相談会を実施しています。また、県ホームページや市町

村窓口等を通じ、住宅リフォーム助成等に関する情報を提供しています。 

公営住宅については、バリアフリー化改修が未実施の公営住宅があるほか、エレベータ

ーのない公営住宅が多く、障害のある人を含め、身体機能の低下に伴い居住継続が困難と

なる世帯が増加すると思われます。 

 

○こころのバリアフリー化 

まちづくりでのハード面の整備だけでなく、外出先や交通機関等での「周囲のちょっとした

フォロー」や障害の特性に対する周囲の人たちの理解・配慮が重要です。 

公共機関職員等のための実際的な支援方法として、主に視覚及び聴覚に障害のある人

に対して行政サービスに支障が生じないよう、「心のバリアフリー」の研修を実施しています。

また、年に一度、国土交通省千葉運輸支局と共催で地域ごとの市町村職員、千葉県移動

等円滑化推進連絡会議構成課職員等を対象とした、高齢者、障害のある人等の模擬体験

等のバリアフリー教室を開催しています。 

まちづくりでは、ハード面の整備のほか、外出先や交通機関等での「周囲のちょっとしたフ

ォロー」や障害の特性に対する周囲の人たちの理解・配慮が重要です。 

 

○公営住宅の供給と民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進 

障害のある人が、身近な地域で自立した生活を営めるよう、グループホームのほか、一人

暮らしを望んでいる障害のある人など、それぞれの人のニーズに応じた住まいの場が必要
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です。 

公営住宅においては、障害のある人の利用促進に向けて、障害のある人の世帯に対し、

一般世帯より当選確率が高くなるよう優遇措置を講じています。また、障害のある人の世帯

が申込みできる戸数枠を設ける措置を講じています。 

障害のある人が民間賃貸住宅に円滑に入居できるよう、住まい探しの相談に協力する不

動産仲介業者や入居を受け入れる住宅を登録（千葉県あんしん賃貸支援事業）し、県ホー

ムページで情報提供しています。また、千葉県すまいづくり協議会居住支援部会を発足し、

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する協議などを行っていま

す。 

 

 

○公共交通機関等の利用の促進 

民間事業者の自主的な取組みとして実施されている障害のある人及び介助者に対する

鉄道運賃、有料道路通行料等の割引・減免制度については、距離制限、車両制限、また、

精神障害を対象としていないものもあり、制度の拡充について関係機関への働きかけが求

められています。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

○公共施設等のバリアフリー化 

①   障害のある人や高齢者が、安心して快適に暮らすことができるよう、病院、公共施

設等の建築物のバリアフリー化の一層の推進に向け、バリアフリー法に基づく適合審

査及び認定を通じて、支援制度の活用や建築物のバリアフリー化の普及啓発を行い

ます。また、県庁舎等の公共施設の整備に当たっては、今後もバリアフリー化に努め

ます。 

    県立高等学校へのバリアフリー化を推進するためエレベーター、多機能型トイ

レの整備を進めます。また、疾病や障害等により体温調整が困難な児童生徒の

ために、特別支援学校の工芸室などの作業実習室に空調設備を整備します。 

 
②   「バリアフリー法」や「千葉県福祉のまちづくり条例」に基づいて、不特定多数の人が

利用する施設について、障害のある人や高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう

その整備を促進するために、施設所有者等に対する指導や助言を行います。 
    商業施設や特定路外駐車場のバリアフリー化を促進するため、引き続き制度

の周知・指導を行うとともに、バリアフリー基準の審査に係る情報提供や相談

等に適切に対応します。 

 

③   鉄道駅のエレベーターやホームドア、内方線付き点状ブロック等の整備及び、バス
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事業者におけるノンステップバスの導入を促進するため、引き続き支援を行います。 

 

④   音響信号機や高齢者等感応信号機などの「バリアフリー対応型信号機」の設置を

推進します。横断歩道であることを表示する道路標識・標示等について、障害特性に

配慮した標識・標示等の整備を推進します。 

 

○住まいのバリアフリー化 

①  公営住宅のバリアフリー化を引き続き実施していくほか、更なる高齢社会に向けた公

営住宅の整備・管理のあり方について検討を深めます。 

 

②  民間住宅のバリアフリーについては、住宅リフォームに関する講習会や相談会の実

施、県ホームページや市町村窓口等を通じた情報提供を行います。 

 

○こころのバリアフリー化 

①   「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり障害者条例」に基づく活

動、障害当事者をはじめとする県民が主体となった取組を進めることにより、「心のバリ

アフリー」を一層浸透させていきます。また、障害者週間等を通じて、啓発・広報活動

の充実に努めます。また、障害者団体等が行う全県規模の大会やイベント、地域単位

での行事等の開催に対して支援や助言を行います。 

 

 ②  公共機関職員等に対する障害特性の理解促進を図るため、「心のバリアフリー」研

修について、研修内容を検討し実施していきます。 

      また、バリアフリー法の趣旨を理解するとともに、各自治体等のバリアフリー事業の

一助とするため、市町村職員や県職員等を対象に、バリアフリー教室を実施していき

ます。  

 

○公営住宅の供給と民間賃貸住宅等への円滑な入居の促進 

 ①  公営住宅において障害のある人の利用促進に向けた、優先入居制度の充実や物

件の提供に取り組みます。 

 

 ②  民間賃貸住宅への円滑な入居については、千葉県あんしん賃貸支援事業に協力

する不動産仲介業者や入居を受け入れる住宅を登録し、県ホームページで情報提供

を行います。 

また、引き続き、関係機関と連携を図りながら、障害のある人の民間賃貸住宅への

円滑な入居の促進に関する協議等を行います。 
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○公共交通機関等の利用の促進 

①  障害のある人の快適で暮らしやすい生活環境づくりを支援するために、障害のある

人に対するＪＲ等鉄道会社の旅客運賃割引については、距離制限を撤廃し、有料道

路通行料金の割引については、車両制限を撤廃するよう関係機関に求めて行きます

いきます。また、精神保健福祉手帳に写真が貼付されることとなったことを踏まえ、ＪＲ

等旅客運賃、航空旅客運賃、有料道路通行料金等の割引を広く障害者に適用するよ

う、各種の機会を通じて国など関係機関に働きかけていきます。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

10 

障害者駐車場が整備され

ている県立公園 
    

 公園数 １１ １３ １３ １３ 

整備率（％） ７３ ８７ ８７ ８７ 

  

11 

多機能トイレが整備され

ている県立公園 
    

 
公園数 １０ １１ １１ １１ 

整備率（％） ６７ ７３ ７３ ７３ 

  

12 
主要駅エレベーター・エス

カレーターの整備率（％） 

８９．８ 

９０．３ 
９２ ９３ ９４ 

 

13 

県営住宅のうちバリアフリ

ー化された住宅数乗り合

いバス車両のノンステップ

バスの導入率（％） 

４，２２０４

４．５ 

４，５２３５

０．５ 

４，９４４５

３．５ 

５，４４７５

６．５ 

 

14 
県営住宅のうちバリアフリ

ー化された住宅数 
４，２２０ ４，５２３ ４，９４４ ５，４４７ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、福祉、教育、まちづく

りなどの分野に加え、防災、防犯など幅広い分野での支援が必要です。 

 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災では、本県においても、地震に伴う津波や液

状化現象の発生もあり、死者や行方不明者などの人的被害のほか、多数の建物被害、道路、

交通機関への影響やライフラインの寸断など深刻な被害を受けました。 

 これまでに経験したことのない今回の地震を通じて、情報伝達、避難誘導、避難所等の災

害対応における各場面での障害のある人への支援に関し、様々な課題が明らかになりまし

た。 

 千葉県自立支援協議会（現総合支援協議会）では、平成２４年度に災害時における障害

のある人への支援体制に関するワーキングチームを設置し、東日本大震災における関係団

体への調査等から見えてきた以下課題について、第四次千葉県障害者計画に基づき、県と

して取り組むべき課題の整理と具体的な施策について検討したところです。 

  ① 災害時の課題の広報・啓発 

  ② 災害時要援護者の把握と連携協力体制づくりの支援 

  ③ 災害時の情報伝達のための人材確保 

  ④ テレビ放送における災害時等の情報伝達の確保 

  ⑤ 避難誘導・安否確認体制の整備の支援等 

  ⑥ 避難所等の支援対策 

  ⑦ 在宅生活等をしている人の支援体制 

 

東日本大震災の教訓を踏まえ、災害発生時の被害を最小限にとどめるよう、自助・共助の

取組をいっそう一層推進するため、県民、事業者、自主防災組織等、市町村、県の役割や

取組事項を定めた「千葉県防災基本条例」を平成２６年４月に施行しました。平成２６年度は、

本条例同条例の趣旨について啓発するため、地域防災力向上セミナーを開催するなど、自

助・共助の取組について普及・啓発を実施しています。防火安全対策については、入所施

設やグループホーム等において避難訓練等が適切に実施されるよう、消防署等の関係機

関と連携し周知・啓発しています。また、平成２５年１２月の消防法施行令等の改正に伴い、

延べ床面積にかかわらず、入居者のうち障害支援区分４以上の人が８割以上となるグルー

プホームは、原則、スプリンクラー設備の設置が平成２７年４月から義務づけられました。  

 

  また、災害対策基本法の一部改正により、災害発生時に自ら避難することが困難な障害

のある人等が迅速に避難できるよう、市町村には避難行動要支援者名簿の作成が義務付

けられ、名簿情報を避難支援関係者等へ提供することとされました。あわせて、国の「災害

（６）暮らしの安全・安心に関する支援 
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時要援護者の避難支援ガイドライン」が「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組

み指針」に全面改定され、市町村が取り組むべき事項として、災害時等における避難行動

要支援者名簿の活用や個別支援計画の策定などが示されたところです。 

  

 県では、障害のある人の災害時の避難場所として、平成２４年度から災害時における障害

のある人の防災拠点の整備を促進し、平成２７年３月現在、県内に９障害福祉圏域で１４箇

所整備しています。 

 また、特別支援学校では、「学校における地震防災マニュアル」や「防災セルフチェック」

（特別支援学校の防災対応資料、平成２４年８月）を活用して、情報の共有化、関連計画の

策定、防災訓練の計画及び実施などを行っています。また、平成２６年４月現在、特別支援

学校１４校１８か所が避難所等の指定を受けています。このうち、福祉避難所は８校８か所、

一般避難所は４校５か所、一時避難所は４校５か所です。内２校は、一般避難所と一時避難

所の両方の指定を受けています。 

 避難誘導の際の障害特性に応じた情報保障（視覚障害のある人、聴覚障害のある人への

情報提供）や、単独での移動が難しい児童生徒への配慮に関することや職員の役割分担

や地域自治体等との連携体制など、具体的な設営・運営計画を含めた特別支援学校のを

活用した取組について、関係機関が連携した防災計画の見直しが必要課題となっています

です。 

その他、自然災害などが発生した場合、被災地域の精神保健医療機能が一時的に低下

し、さらに災害ストレス等により新たに精神的問題が生じるなど、精神保健医療の必要性が

拡大します。 

東日本大震災の際には、本県からも「心のケアチーム」として３８チームを被災地に派遣し

ましたが、一時的なものであることから、今後発生する災害に対応できる県内の災害派遣精

神医療チーム（DPAT）の体制整備が必要です。 

防火安全対策については、障害者支援施設やグループホーム等において避難訓練等が

適切に実施されるよう、消防署等の関係機関と連携し周知・啓発しています。また、平成２５

年１２月の消防法施行令等の改正に伴い、延べ床面積にかかわらず、入居者のうち障害支

援区分４以上の人が８割以上となるグループホームは、原則、スプリンクラー設備の設置が

平成２７年４月から義務づけられました。  

防犯対策については、 

障害のある人が住み慣れた地域で安心して暮らすための防犯対策には、警察と地域の

障害のある人の障害者団体、福祉施設、行政等との連携の促進等により、犯罪被害の防止

と犯罪被害を早期に発見する取り組み取組が必要です。 

また、聴覚障害のある人などからの緊急通報手段としては、既に整備されている「FAX１１

０番」「メール１１０番」「ＦＡＸ１１９番」に加え、一部消防司令センターにおいて、携帯電話に

よる「メール１１９番」「Web１１９」が導入されています。 
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障害のある人の地域生活への移行の進展に伴い、悪質商法などによる消費者トラブルに

あうことの防止についてはないよう、障害のある人やホームヘルパー、施設関係者等に対し、

消費者センターで実施する自立支援講座を開催し、消費者センター等の相談窓口の周知、

早期通報・相談の重要性についての啓発を行っています。 

しかし、障害のある人の地域生活への移行の進展に伴い、悪質商法による障害のある人

の被害が増えている可能性があります。 

障害のある人が、消費者被害に遭った場合、その被害を周囲に上手く伝えられないこと

などがあると言われています。福祉関係者や消費者センターなどにおいて、障害の特性に

通じた相談員の配置や福祉関係者と消費者センターなどの機関との連携が必要です。 

 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①   改正災害対策基本法や指針、総合支援協議会での検討結果を踏まえ、平成２１年

１０月に策定した「災害時要援護者 避難支援の手引き（平成２１年１０月策定）」を、改

訂し、市町村に配布するなどして市町村の取組を促進します。 

 

②   災害時における障害のある人への支援体制について検討を行うため、市町村など

関係者等との意見交換の場を設けます。バリアフリーへの対応やあらかじめ本人に適

した補装具等を保管するなど障害特性に配慮した避難所の整備を市町村に働きかけ

ることや先進的な取組みを情報提供するなど、福祉避難所の充実に努めます。また、

障害のある人の防災拠点と関係市町村、障害者支援施設及び障害福祉サービス事

業所の連携体制の構築に努めるとともに、これらの施設等で訓練等を実施します。 

 あわせて、防災拠点が未整備の圏域において施設整備の要望があった場合、防

災拠点と一体的な整備にすることを条件とするなど、障害福祉サービスを運営してい

る事業者に対して働きかけを行い、全ての障害福祉圏域に障害のある人の防災拠点

の整備をすることを市町村を通じて促進します。 

 

③   災害時等の情報伝達のための人材確保として、災害時・緊急時においても聴覚障

害のある人、視覚障害のある人、盲ろう者に対して必要な支援ができるよう手話通訳

及び要約筆記、ガイドヘルパー、盲ろう者者向け通訳・介助員の講習会を開催するな

ど人材養成に取り組みます。一方、災害時に手話通訳者等の支援者が対応できない

場合に備え、それぞれの障害特性に応じた簡易な情報伝達方法の検討にも取り組み

ます。 

 

④   県及び市町村が実施する防災訓練において、手話通訳者等の支援者と専門家の
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連携や障害特性に応じた応じて災害時要援護者対象の各種訓練を今後も積極的に

取り入れます。 

 

⑤   特別支援学校では、障害のある児童生徒の障害の状態や特性等に応じた避難情

報の伝達・安否確認・避難状況の把握などが行えるよう、防災計画の立案と見直しに

努めます。また、福祉避難所指定を受けている８校以外にも、の特別支援学校のにつ

いて、専門性を生かした地域連携を進める意味からため、障害のある人の避難場所と

なることをよう、各市町の防災担当部署とからの要請に応じて検討を進めます。 

 

⑥   大規模災害時における支援体制については、行政のみならず、福祉の専門職、医

療職など様々な人たちが各専門分野で検討を行っています。とネットワーク体制を確

立するなどして、災害派遣の福祉チームなど障害のある人の大規模災害時の支援体

制について検討します。また、東日本大震災の教訓を活かし、県内のＤＰＡＴチームを

編成するとともに派遣体制を整備し、県の地域防災計画に位置付けます。 

 

⑦   入所障害者支援施設やグループホーム等にの防火安全対策等について、消防署

等の関係機関と連携し適切に実施されるよう周知啓発し、スプリンクラーなどの消防設

備の設置について支援に努めます。 

 

⑧   防犯対策については、関係者への障害特性等の理解の促進が必要であることから

を図るため、知的障害のある人などの障害特性等の理解を広げるためのハンドブック

を市役所町村役場、郵便局等の公共機関やだけではなく交通機関、金融機関にも配

布し、関係者の理解を促進します。 

「１１０番の日」などのイベントを通じ広く県民に「メール１１０番」及び「FAX１１０番」の

仕組みを積極的に広報します。また、聴覚障害のある人がメール１１０番端末による緊

急通報システムの実演を警察本部通信指令室で体験し、理解と積極的活用について

効果が認められたことから、今後も継続的に実施します。 

職場や警察学校において、知的障害、視覚障害及び聴覚障害などの障害のある人

の特性に配意した警察活動を実施するのための警察における職員教育しており、を

今後も継続的に実施していきます。 

障害のある人からの通報への対応について、県消防学校において行う、消防職員

への教育を行っており、今後も継続的に実施していきます。 

 

⑨   障害のある人を消費者被害から守るために、自分の所持金や貯金を管理でき、悪

質な勧誘等を拒否することができるよう、金銭管理、ロールプレイング方式による消費

者教育、や必要なときには誰かに手助けを求めることなど、自分自身を守る心構えを
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身に付けるカリキュラムを社会教育や学校の授業などに組み込みます。あわせて、知

的障害のある人や精神障害のある人など、適切な判断能力をすることに困難さが不十

分なある人たちに対して、日常生活自立支援事業や成年後見制度により、暮らしを守

り自立した地域生活ができるようよる支援しますを行います。     

       障害のある人やホームヘルパー、施設関係者等に対し、消費者センター等の相談

窓口の周知、早期通報・相談の重要性についての啓発を進めます。 

 

【Ⅲ 数値目標】 

№ 項   目 
２５年度 

実績 
２７年度 ２８年度 ２９年度 

14

15 

避難行動要支援者名簿に

基づく個別計画策定着手

市町村数 

― ２８ ４２ ５４ 

 

15

16 

災害派遣精神医療チーム

（DPAT）体制整備 

運営委員会の開催見込

み数 

― ― ４ ４ ４ 

 

16

17 

日常生活自立支援事業

利用者数（再掲） 
７２８ ８８０ ９６０ １，０４０ 
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【Ⅰ 現状・課題】 

現在、行政・民間団体等により障害のある人に関する各種のマークが設けられています。

例えば、聴覚障害のある人が運転する車に表示する「聴覚障害者標識」や、身体障害者補

助犬同伴の啓発のための「ほじょ犬マーク」などがあります。前者は法律により定められたも

の、後者は厚生労働省が啓発のためにデザインしたものです。民間団体が設けたマークも

あります。 

マークの掲示等については、市町村や公共機関ごとに対応が様々であることから、一層

の周知・啓発を図る必要があります。 

 

【Ⅱ 取組みの方向性】 

①  障害のある人に関する各種のマークは、バリアフリー等に対応したルールや障害の

ある人への支援の必要性等を伝えるものであると同時に、障害のある人への理解を促

す「心のバリアフリー」につながるものです。これらのマークの県民への周知と理解の

促進を図るとともに、県や市町村などの公共施設への掲示をするなどし、マークの普

及に努めます。あわせて、障害特性等の理解を広げるためのハンドブックを市役所町

村役場、郵便局等の公共機関や交通機関、金融機関にも配布し、関係者の理解を促

進します。 

 

          「聴覚障害者標識」               「ほじょ犬マーク」 

 

【障害者のための国際 

シンボルマーク】 

 

 

このマークは

「すべての障

害者を対象」と

したもの 

【聴覚障害者標識】 

 

 

 

聴覚障害であ

ることを理由

に免許に条件

を付されてい

る方が運転す

る車に表示す

るマーク 

（７）障害のある人への理解の促進 
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【ほじょ犬マーク】 

 

 

 

身体障害者補

助犬同伴の啓

発のための 

マーク 

 

【ハートプラスマーク】 

 

 

「内臓等の身

体内部に障害

のある人」を

表すマーク 

 

 

 

 

 


